
 

佐
賀
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
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す
る
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佐
賀
県
手
数
料
条
例
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一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

佐
賀
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
佐
賀
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正 

す
る
。 

 

別
表
第
一
第
九
十
三
号
の
二
中
「
九
千
円
」
を
「
八
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
表
中
第
九 

十
五
号
の
三
の
三
及
び
第
九
十
五
号
の
三
の
四
を
削
り
、
第
九
十
五
号
の
三
の
五
を
第
九
十 

五
号
の
三
の
三
と
し
、
第
九
十
五
号
の
三
の
六
を
第
九
十
五
号
の
三
の
四
と
し
、
同
表
第
九 

十
五
号
の
四
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
二
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
三
項
」 

に
改
め
、
同
表
中
第
九
十
五
号
の
五
を
削
り
、
第
九
十
五
号
の
六
を
第
九
十
五
号
の
五
と
し
、 

第
九
十
五
号
の
七
を
第
九
十
五
号
の
六
と
し
、
同
表
第
二
百
三
十
四
号
中
「
第
十
五
条
の
二 

の
五
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
五
十
三
号
の
イ 

中
「
千
八
百
五
十
円
」
を
「
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ロ
中
「
二
千
円
」
を
「
千
九
百 

円
」
に
改
め
、
同
号
の
ハ
中
「
四
千
九
百
五
十
円
」
を
「
四
千
六
百
円
」
に
、｢ 

八
千
六
百 

五
十
円
」
を
「
七
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
五
十
四
号
の
イ
中
「
二
千
百
円
」
を 

「
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ロ
中
「
二
千
五
十
円
」
を
「
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号 

の
ハ
中
「
二
千
四
百
円
」
を
「
二
千
二
百
円
」
に
、 ｢

三
千
四
百
円
」
を
「
三
千
五
十
円
」 

に
改
め
、
同
表
第
四
百
五
十
四
号
の
二
の
イ
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
九
十 

七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
該
当
し
て
同
項
」
に
、 ｢

二
千
円
」
を
「
千
七
百
五
十
円
」
に 

改
め
、
同
号
の
ロ
中
「
二
千
九
百
五
十
円
」
を
「
三
千
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ロ
を
同 

号
の
ハ
と
し
、
同
号
の
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

ロ 

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受 

 

け
る
場
合
千
九
百
円 

 

別
表
第
一
第
四
百
五
十
五
号
の
イ
中
「
二
千
五
十
円
」
を
「
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号 

の
ロ
中
「
千
六
百
五
十
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
五
十
五
号
の
二
の
イ 

中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
該
当
し
て
同
項
」 

に
、 ｢

二
千
円
」
を
「
千
七
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ロ
中
「
四
千
五
百
円
」
を
「
四 

千
六
百
円
」
に
、 ｢

七
千
七
百
円
」
を
「
七
千
六
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ロ
を
同
号 

の
ハ
と
し
、
同
号
の
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

ロ 

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受 

 

け
る
場
合
千
九
百
円 
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別
表
第
一
第
四
百
五
十
六
号
の
イ
中
「
二
千
円
」
を
「
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ロ

中
「
千
六
百
五
十
円
」
を
「
千
五
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ハ
中
「
三
千
百
円
」
を

「
三
千
円
」
に
、
「
四
千
七
百
五
十
円
」
を
「
四
千
五
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
五

十
六
号
の
二
中
「
三
千
九
百
五
十
円
」
を
「
三
千
八
百
五
十
円
」
に
、
「
試
験
」
を
「
検
査
」

に
、
「
七
千
六
百
五
十
円
」
を
「
六
千
九
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
五
十
六
号
の

三
中
「
四
千
三
百
円
」
を
「
四
千
五
十
円
」
に
、「
試
験
」
を
「
検
査
」
に
、「
五
千
三
百
円
」

を
「
四
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
五
十
七
号
中
「
千
七
百
円
」
を
「
千
五
百
五
十

円
」
に
、
「
三
千
三
百
五
十
円
」
を
「
三
千
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
五
十
八
号
中

「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
五
十
九
号
中
「
千
二
百
円
」
を

「
千
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
六
十
号
中
「
三
千
六
百
五
十
円
」
を
「
三
千
六
百
円
」

に
改
め
、
同
表
第
四
百
六
十
一
号
中
「
千
二
百
円
」
を
「
千
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百

六
十
二
号
の
二
中
「
二
万
四
千
七
百
円
」
を
「
二
万
三
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ロ
中

「
七
千
五
十
円
」
を
「
七
千
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ハ
及
び
ニ
中
「
二
千
百
五
十
円
」
を

「
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ホ
中
「
二
千
二
百
円
」
を
「
二
千
二
百
五
十
円
」
に
改
め
、

同
号
の
ヘ
中
「
二
千
二
百
円
」
を
「
千
八
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ト
中
「
一
万
四
千

九
百
五
十
円
」
を
「
一
万
四
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
チ
中
「
四
千
六
百
円
」
を
「
四
千

五
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
六
十
三
号
中
「
二
万
五
百
円
」
を
「
一
万
九
千
六
百

五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
イ
中
「
三
千
九
百
五
十
円
」
を
「
三
千
七
百
五
十
円
」
に
改
め
、

同
号
の
ロ
中
「
六
千
七
百
五
十
円
」
を
「
六
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ハ
及
び
ニ
中

「
千
九
百
円
」
を
「
千
八
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ホ
中
「
千
九
百
五
十
円
」
を
「
二

千
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ヘ
中
「
二
千
円
」
を
「
千
九
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ト
中

「
一
万
千
六
百
五
十
円
」
を
「
一
万
千
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
チ
中
「
四
千
百
円
」
を

「
三
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
六
十
四
号
中
「
一
万
四
千
百
円
」
を
「
一
万
四
千

五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
イ
中
「
千
三
百
五
十
円
」
を
「
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の

ロ
中
「
二
千
二
百
五
十
円
」
を
「
二
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ハ
及
び
ニ
中
「
二
千
百

五
十
円
」
を
「
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ホ
中
「
二
千
五
十
円
」
を
「
二
千
二
百
五
十

円
」
に
改
め
、
同
号
の
ヘ
中
「
二
千
円
」
を
「
二
千
四
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ト
中

「
四
千
六
百
五
十
円
」
を
「
四
千
五
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
チ
中
「
四
千
六
百
円
」

を
「
四
千
五
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
六
十
四
号
の
二
中
「
二
万
二
千
四
百
五
十

円
」
を
「
二
万
千
八
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
イ
中
「
四
千
六
百
円
」
を
「
四
千
四
百

五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ロ
中
「
七
千
九
百
五
十
円
」
を
「
七
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同

号
の
ハ
中
「
三
千
二
百
円
」
を
「
三
千
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ニ
中
「
二
千
七
百
五
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十
円
」
を
「
二
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ホ
中
「
一
万
五
千
八
百
円
」
を
「
一
万
五
千

三
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
六
十
五
号
の
二
中
「
一
万
五
千
六
百
五
十
円
」
を
「
一
万

五
千
円
」
に
改
め
、
同
号
の
イ
中
「
四
千
四
百
五
十
円
」
を
「
四
千
百
五
十
円
」
に
改
め
、

同
号
の
ロ
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
四
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ハ
中
「
千
二
百
五
十

円
」
を
「
千
三
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ヘ
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
三
百
五
十
円
」

に
改
め
、
同
号
の
ト
中
「
九
千
二
百
円
」
を
「
八
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
チ
中
「
三

千
五
十
円
」
を
「
三
千
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
六
十
六
号
中
「
一
万
二
千
百
五
十
円
」

を
「
一
万
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
イ
中
「
四
千
百
円
」
を
「
三
千
七
百
五
十
円
」
に

改
め
、
同
号
の
ロ
中
「
千
三
百
五
十
円
」
を
「
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ハ
中
「
千
二

百
五
十
円
」
を
「
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ニ
及
び
ホ
中
「
千
二
百
五
十
円
」
を
「
千

二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ヘ
中
「
千
二
百
円
」
を
「
千
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ト

中
「
六
千
三
百
五
十
円
」
を
「
六
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
チ
中
「
二
千
六
百
円
」
を

「
二
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
六
十
七
号
中
「
九
千
五
百
円
」
を
「
九
千
四
百
五

十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
イ
中
「
千
三
百
五
十
円
」
を
「
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ロ

中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ハ
中
「
千
二
百
五
十
円
」
を
「
千
百

五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ト
中
「
三
千
七
百
五
十
円
」
を
「
三
千
八
百
五
十
円
」
に
改
め
、

同
表
第
四
百
六
十
七
号
の
二
中
「
一
万
三
千
三
百
円
」
を
「
一
万
二
千
八
百
五
十
円
」
に
改

め
、
同
号
の
イ
中
「
四
千
八
百
円
」
を
「
四
千
四
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ロ
中
「
二

千
円
」
を
「
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ハ
中
「
二
千
七
百
五
十
円
」
を
「
二
千
七
百
円
」

に
改
め
、
同
号
の
ニ
中
「
九
千
七
百
五
十
円
」
を
「
九
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百

六
十
八
号
中
「
二
千
五
十
円
」
を
「
千
九
百
五
十
円
」
に
、
「
三
千
五
十
円
」
を
「
二
千
八

百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
六
十
九
号
中
「
千
九
百
円
」
を
「
千
七
百
円
」
に
、
「
三
千

五
百
五
十
円
」
を
「
三
千
二
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
七
十
号
中
「
千
百
五
十
円
」

を
「
千
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
七
十
一
号
及
び
第
四
百
七
十
一
号
の
二
中
「
二
千
五
百

五
十
円
」
を
「
二
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
七
十
一
号
の
三
中
「
六
百
円
」
を

「
五
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
七
十
二
号
中
「
二
千
六
百
五
十
円
」
を
「
二
千
四

百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
七
十
四
号
中
「
二
千
六
百
円
」
を
「
二
千
四
百
五
十
円
」
に

改
め
、
同
表
第
四
百
七
十
五
号
中
「
二
千
三
百
円
」
を
「
二
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第

四
百
七
十
七
号
中
「
四
千
二
百
円
」
を
「
四
千
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
七
十
八

号
中
「
四
千
百
円
」
を
「
四
千
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
七
十
九
号
中
「
千
三
百
五

十
円
」
を
「
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
八
十
号
の
二
中
「
千
二
百
円
」
を
「
千
二

百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
八
十
一
号
中
「
七
百
五
十
円
」
を
「
六
百
五
十
円
」
に
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改
め
、
同
表
第
四
百
八
十
二
号
の
イ
中
「
二
千
百
五
十
円
」
を
「
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同

号
の
ロ
中
「
二
千
八
百
円
」
を
「
二
千
七
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ハ
中
「
二
千
七
百

円
」
を
「
二
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ニ
中
「
二
千
五
百
五
十
円
」
を
「
二
千
四
百
五

十
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
八
十
三
号
の
イ
中
「
七
百
円
」
を
「
六
百
円
」
に
改
め
、
同

号
の
ロ
中
「
千
五
十
円
」
を
「
九
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
の
ハ
中
「
千
七
百
円
」
を

「
千
五
百
円
」
に
、
「
千
五
十
円
」
を
「
九
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
八
十
五
号

中
「
一
万
三
千
四
百
円
」
を
「
一
万
三
千
三
百
五
十
円
」
に
、
「
九
千
四
百
円
」
を
「
九
千

二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
八
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
第
二
第
六
号
の
三
及
び
第
六
号
の
四
を
削
る
。

附

則
　

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
第
二

百
三
十
四
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年

法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法

律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
同
法
第
八
条
第

二
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前

の
佐
賀
県
手
数
料
条
例
別
表
第
一
第
九
十
五
号
の
三
の
四
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

四
百
八
十
七
の
二

道
路

交
通
法
施
行
規
則
（
昭

和
三
十
五
年
総
理
府
令

第
六
十
号
）
第
三
十
条

の
十
三
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
運
転
経
歴
証

明
書
の
再
交
付

運
転
経
歴
証
明
書
の
再
交

付
を
申
請
す
る
者

運
転
経
歴
証
明

書
再
交
付
手
数

料

千
円

再
交
付
申
請
の
と

き

4



別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

参
考
資
料

佐
賀
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
係
る
新
旧
対
照
表

九
十
五
の
四

介
護
保
険
法

第
百
十
五
条

の
三
十
五
第

三
項
の
規
定

に
基
づ
く
介

護
サ
ー
ビ
ス

情
報
の
報
告

に
係
る
調
査

九
十
五
の
三
の
三
・
九
十
五
の
三
の
四

略

九
十
四
〜
九
十
五
の
三
の
二

略

九
十
三
の
二

介
護
保
険
法

（
平
成
九
年

法
律
第
百
二

十
三
号
）
第

六
十
九
条
の

二
第
一
項
の

規
定
に
基
づ

く
介
護
支
援

専
門
員
実
務

研
修
受
講
試

験
の
実
施

一
〜
九
十
三

略

事

務

介
護
サ

ー
ビ
ス

情
報
の

報
告
に

係
る
調

査
を
受

け
よ
う

と
す
る

者 介
護
支

援
専
門

員
実
務

研
修
受

講
試
験

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

納

付

義
務
者

介
護
サ

ー
ビ
ス

情
報
の

報
告
に

係
る
調

査
手
数

料 介
護
支

援
専
門

員
実
務

研
修
受

講
試
験

手
数
料

名

称
手

数

料

一
調
査
に
つ
き
二
万

円
以
内
で
規
則
で
定

め
る
額

八
千
七
百
円 額

調
査
を

受
け
よ

う
と
す

る
と
き

受
験
申

込
み
の

と
き

納

付

時

期

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

九
十
五
の
五

介
護
保
険
法

第
百
十
五
条

の
三
十
五
第

三
項
の
規
定

九
十
五
の
四

介
護
保
険
法

第
百
十
五
条

の
三
十
五
第

二
項
の
規
定

に
基
づ
く
介

護
サ
ー
ビ
ス

情
報
の
報
告

に
係
る
調
査

九
十
五
の
三
の
五
・
九
十
五
の
三
の
六

略

九
十
五
の
三
の

四

介
護
保

険
法
第
百
七

条
の
二
第
一

項
の
規
定
に

基
づ
く
指
定

介
護
療
養
型

医
療
施
設
の

指
定
の
更
新

の
申
請
に
対

す
る
審
査

九
十
五
の
三
の

三

介
護
保

険
法
第
百
七

条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ

く
指
定
介
護

療
養
型
医
療

施
設
の
指
定

の
申
請
に
対

す
る
審
査

九
十
四
〜
九
十
五
の
三
の
二

略

九
十
三
の
二

介
護
保
険
法

（
平
成
九
年

法
律
第
百
二

十
三
号
）
第

六
十
九
条
の

二
第
一
項
の

規
定
に
基
づ

く
介
護
支
援

専
門
員
実
務

研
修
受
講
試

験
の
実
施

一
〜
九
十
三

略

事

務

介
護
サ

ー
ビ
ス

情
報
の

報
告
の

内
容
及

介
護
サ

ー
ビ
ス

情
報
の

報
告
に

係
る
調

査
を
受

け
よ
う

と
す
る

者 指
定
介

護
療
養

型
医
療

施
設
の

指
定
の

更
新
を

申
請
す

る
者

指
定
介

護
療
養

型
医
療

施
設
の

指
定
を

申
請
す

る
者

介
護
支

援
専
門

員
実
務

研
修
受

講
試
験

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

納

付

義
務
者

介
護
サ

ー
ビ
ス

情
報
の

報
告
内

容
及
び

介
護
サ

ー
ビ
ス

情
報
の

報
告
に

係
る
調

査
手
数

料 指
定
介

護
療
養

型
医
療

施
設
指

定
更
新

申
請
手

数
料

指
定
介

護
療
養

型
医
療

施
設
指

定
申
請

手
数
料

介
護
支

援
専
門

員
実
務

研
修
受

講
試
験

手
数
料

名

称
手

数

料

九
千
円

一
調
査
に
つ
き
二
万

円
以
内
で
規
則
で
定

め
る
額

二
万
一
千
円

三
万
一
千
円

九
千
円

額

報
告
を

行
う
と

き 調
査
を

受
け
よ

う
と
す

る
と
き

更
新
申

請
の
と

き 指
定
申

請
の
と

き 受
験
申

込
み
の

と
き

納

付

時

期

改 

正 

後

改 

正 

前
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参
考
資
料
　
　

四
百
五
十
四

道
路
交
通
法

第
八
十
九
条

の
規
定
に
基

づ
く
普
通
自

動
車
免
許
に

四
百
五
十
三

道
路
交
通
法

第
八
十
九
条

の
規
定
に
基

づ
く
大
型
自

動
車
免
許
又

は
中
型
自
動

車
免
許
に
係

る
試
験
の
実

施
二
百
三
十
四
の
二
〜
四
百
五
十
二

略

二
百
三
十
四

廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法

律
第
十
五
条

の
二
の
六
第

一
項
の
規
定

に
基
づ
く
産

業
廃
棄
物
処

理
施
設
の
設

置
の
許
可
に

係
る
事
項
の

変
更
の
許
可

の
申
請
に
対

す
る
審
査

九
十
六
〜
二
百
三
十
三

略

九
十
五
の
五
・
九
十
五
の
六

略

普
通
自

動
車
免

許
に
係

る
試
験

を
受
け

よ
う
と

大
型
自

動
車
免

許
又
は

中
型
自

動
車
免

許
に
係

る
試
験

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

産
業
廃

棄
物
処

理
施
設

の
設
置

の
許
可

に
係
る

事
項
の

変
更
の

許
可
を

申
請
す

る
者

普
通
自

動
車
免

許
試
験

手
数
料

大
型
自

動
車
免

許
又
は

中
型
自

動
車
免

許
試
験

手
数
料

産
業
廃

棄
物
処

理
施
設

変
更
許

可
申
請

手
数
料

イ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
一
号
又
は

第
二
号
に
該
当
し

て
同
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
場

イ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
一
号
又
は

第
二
号
に
該
当
し

て
同
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
場

合

千
六
百
円

ロ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
三
号
に
該

当
し
て
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

る
場
合

千
九
百

円
ハ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
場

合

四
千
六
百
円

（
公
安
委
員
会
が

提
供
す
る
自
動
車

を
使
用
し
て
試
験

を
受
け
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
七
千

七
百
円
）

イ
・
ロ

略

受
験
申

込
み
の

と
き

受
験
申

込
み
の

と
き

許
可
申

請
の
と

き

四
百
五
十
四

道
路
交
通
法

第
八
十
九
条

の
規
定
に
基

づ
く
普
通
自

動
車
免
許
に

四
百
五
十
三

道
路
交
通
法

第
八
十
九
条

の
規
定
に
基

づ
く
大
型
自

動
車
免
許
又

は
中
型
自
動

車
免
許
に
係

る
試
験
の
実

施
二
百
三
十
四
の
二
〜
四
百
五
十
二

略

二
百
三
十
四

廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法

律
第
十
五
条

の
二
の
五
第

一
項
の
規
定

に
基
づ
く
産

業
廃
棄
物
処

理
施
設
の
設

置
の
許
可
に

係
る
事
項
の

変
更
の
許
可

の
申
請
に
対

す
る
審
査

九
十
六
〜
二
百
三
十
三

略

九
十
五
の
六
・
九
十
五
の
七

略

に
基
づ
く
介

護
サ
ー
ビ
ス

情
報
の
報
告

の
内
容
及
び

報
告
に
係
る

調
査
の
結
果

の
公
表

普
通
自

動
車
免

許
に
係

る
試
験

を
受
け

よ
う
と

大
型
自

動
車
免

許
又
は

中
型
自

動
車
免

許
に
係

る
試
験

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

産
業
廃

棄
物
処

理
施
設

の
設
置

の
許
可

に
係
る

事
項
の

変
更
の

許
可
を

申
請
す

る
者

び
報
告

に
係
る

調
査
の

結
果
の

公
表
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

普
通
自

動
車
免

許
試
験

手
数
料

大
型
自

動
車
免

許
又
は

中
型
自

動
車
免

許
試
験

手
数
料

産
業
廃

棄
物
処

理
施
設

変
更
許

可
申
請

手
数
料

報
告
に

係
る
調

査
結
果

公
表
手

数
料

イ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
一
号
又
は

第
二
号
に
該
当
し

て
同
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
場

イ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
一
号
又
は

第
二
号
に
該
当
し

て
同
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
場

合

千
八
百
五
十

円
ロ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
三
号
に
該

当
し
て
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

る
場
合

二
千
円

ハ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
場

合

四
千
九
百
五

十
円
（
公
安
委
員

会
が
提
供
す
る
自

動
車
を
使
用
し
て

試
験
を
受
け
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、

八
千
六
百
五
十
円

）
イ
・
ロ

略

受
験
申

込
み
の

と
き

受
験
申

込
み
の

と
き

許
可
申

請
の
と

き

改 

正 

前

改 

正 

後
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参
考
資
料
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
 
 
 
 
 
 

四
百
五
十
五
の

二

道
路
交

四
百
五
十
五

道
路
交
通
法

第
八
十
九
条

の
規
定
に
基

づ
く
小
型
特

殊
自
動
車
免

許
又
は
原
動

機
付
自
転
車

免
許
に
係
る

試
験
の
実
施

四
百
五
十
四
の

二

道
路
交

通
法
第
八
十

九
条
の
規
定

に
基
づ
く
特

定
第
一
種
運

転
免
許
（
大

型
特
殊
自
動

車
免
許
、
大

型
自
動
二
輪

車
免
許
、
普

通
自
動
二
輪

車
免
許
又
は

牽
引
免
許
を

い
う
。
以
下

第
四
百
六
十

七
号
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。

）
又
は
大
型

特
殊
自
動
車

第
二
種
免
許

若
し
く
は
牽

引
第
二
種
免

許
に
係
る
試

験
の
実
施

係
る
試
験
の

実
施

大
型
自

動
車
第

小
型
特

殊
自
動

車
免
許

又
は
原

動
機
付

自
転
車

免
許
に

係
る
試

験
を
受

け
よ
う

と
す
る

者 特
定
第

一
種
運

転
免
許

又
は
大

型
特
殊

自
動
車

第
二
種

免
許
若

し
く
は

牽
引
第

二
種
免

許
に
係

る
試
験

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

す
る
者

大
型
自

動
車
第

小
型
特

殊
自
動

車
免
許

又
は
原

動
機
付

自
転
車

免
許
試

験
手
数

料 特
定
第

一
種
運

転
免
許

又
は
大

型
特
殊

自
動
車

第
二
種

免
許
若

し
く
は

牽
引
第

二
種
免

許
試
験

手
数
料

イ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

イ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
場
合

千
九
百
円

ロ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
場

合

千
五
百
円

イ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
二
号
に
該

当
し
て
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

る
場
合

千
七
百

五
十
円

ロ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
三
号
に
該

当
し
て
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

る
場
合

千
九
百

円
ハ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
場

合

三
千
五
十
円

（
公
安
委
員
会
が

提
供
す
る
自
動
車

を
使
用
し
て
試
験

を
受
け
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
四
千

六
百
円
）

合

千
八
百
円

ロ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
三
号
に
該

当
し
て
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

る
場
合

千
九
百

円
ハ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
場

合

二
千
二
百
円

（
公
安
委
員
会
が

提
供
す
る
自
動
車

を
使
用
し
て
試
験

を
受
け
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
三
千

五
十
円
）

受
験
申

込
み
の

受
験
申

込
み
の

と
き

受
験
申

込
み
の

と
き

四
百
五
十
五
の

二

道
路
交

四
百
五
十
五

道
路
交
通
法

第
八
十
九
条

の
規
定
に
基

づ
く
小
型
特

殊
自
動
車
免

許
又
は
原
動

機
付
自
転
車

免
許
に
係
る

試
験
の
実
施

四
百
五
十
四
の

二

道
路
交

通
法
第
八
十

九
条
の
規
定

に
基
づ
く
特

定
第
一
種
運

転
免
許
（
大

型
特
殊
自
動

車
免
許
、
大

型
自
動
二
輪

車
免
許
、
普

通
自
動
二
輪

車
免
許
又
は

牽
引
免
許
を

い
う
。
以
下

第
四
百
六
十

七
号
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。

）
又
は
大
型

特
殊
自
動
車

第
二
種
免
許

若
し
く
は
牽

引
第
二
種
免

許
に
係
る
試

験
の
実
施

係
る
試
験
の

実
施

大
型
自

動
車
第

小
型
特

殊
自
動

車
免
許

又
は
原

動
機
付

自
転
車

免
許
に

係
る
試

験
を
受

け
よ
う

と
す
る

者 特
定
第

一
種
運

転
免
許

又
は
大

型
特
殊

自
動
車

第
二
種

免
許
若

し
く
は

牽
引
第

二
種
免

許
に
係

る
試
験

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

す
る
者

大
型
自

動
車
第

小
型
特

殊
自
動

車
免
許

又
は
原

動
機
付

自
転
車

免
許
試

験
手
数

料 特
定
第

一
種
運

転
免
許

又
は
大

型
特
殊

自
動
車

第
二
種

免
許
若

し
く
は

牽
引
第

二
種
免

許
試
験

手
数
料

イ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

イ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
場
合

二
千
五
十
円

ロ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
場

合

千
六
百
五
十

円
イ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
場
合

二
千
円

ロ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
場

合

二
千
九
百
五

十
円
（
公
安
委
員

会
が
提
供
す
る
自

動
車
を
使
用
し
て

試
験
を
受
け
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、

四
千
六
百
円
）

合

二
千
百
円

ロ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
三
号
に
該

当
し
て
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

る
場
合

二
千
五

十
円

ハ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
場

合

二
千
四
百
円

（
公
安
委
員
会
が

提
供
す
る
自
動
車

を
使
用
し
て
試
験

を
受
け
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
三
千

四
百
円
）

受
験
申

込
み
の

受
験
申

込
み
の

と
き

受
験
申

込
み
の

と
き

改 

正 

後

改 

正 

前
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四
百
五
十
六
の

二

道
路
交

通
法
第
八
十

九
条
第
二
項

の
規
定
に
基

づ
く
大
型
自

動
車
仮
運
転

免
許
又
は
中

型
自
動
車
仮

運
転
免
許
を

受
け
て
い
る

四
百
五
十
六

道
路
交
通
法

第
八
十
九
の

規
定
に
基
づ

く
仮
運
転
免

許
に
係
る
試

験
の
実
施

通
法
第
八
十

九
条
の
規
定

に
基
づ
く
大

型
自
動
車
第

二
種
免
許
、

中
型
自
動
車

第
二
種
免
許

又
は
普
通
自

動
車
第
二
種

免
許
に
係
る

試
験
の
実
施

技
能
の

検
査
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

仮
運
転

免
許
に

係
る
試

験
を
受

け
よ
う

と
す
る

者 二
種
免

許
、
中

型
自
動

車
第
二

種
免
許

又
は
普

通
自
動

車
第
二

種
免
許

に
係
る

試
験
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

大
型
自

動
車
運

転
免
許

又
は
中

型
自
動

車
運
転

免
許
技

能
検
査

手
数
料

仮
運
転

免
許
試

験
手
数

料 二
種
免

許
、
中

型
自
動

車
第
二

種
免
許

又
は
普

通
自
動

車
第
二

種
免
許

試
験
手

数
料

三
千
八
百
五
十
円
（

公
安
委
員
会
が
提
供

す
る
自
動
車
を
使
用

し
て
検
査
を
受
け
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、

六
千
九
百
五
十
円
）

イ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
二
号
に
該

当
し
て
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

る
場
合

千
七
百

円
ロ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
四
号
に
該

当
し
て
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

る
場
合

千
五
百

五
十
円

ハ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
場

合

三
千
円
（
公

安
委
員
会
が
提
供

す
る
自
動
車
を
使

用
し
て
試
験
を
受

け
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
四
千
五
百

五
十
円
）

一
項
第
二
号
に
該

当
し
て
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

る
場
合

千
七
百

五
十
円

ロ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
三
号
に
該

当
し
て
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

る
場
合

千
九
百

円
ハ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
場

合

四
千
六
百
円

（
公
安
委
員
会
が

提
供
す
る
自
動
車

を
使
用
し
て
試
験

を
受
け
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
七
千

六
百
五
十
円
）

検
査
申

込
み
の

と
き

受
験
申

込
み
の

と
き

と
き

四
百
五
十
六
の

二

道
路
交

通
法
第
八
十

九
条
第
二
項

の
規
定
に
基

づ
く
大
型
自

動
車
仮
運
転

免
許
又
は
中

型
自
動
車
仮

運
転
免
許
を

受
け
て
い
る

四
百
五
十
六

道
路
交
通
法

第
八
十
九
条

の
規
定
に
基

づ
く
仮
運
転

免
許
に
係
る

試
験
の
実
施

通
法
第
八
十

九
条
の
規
定

に
基
づ
く
大

型
自
動
車
第

二
種
免
許
、

中
型
自
動
車

第
二
種
免
許

又
は
普
通
自

動
車
第
二
種

免
許
に
係
る

試
験
の
実
施

技
能
の

検
査
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

仮
運
転

免
許
に

係
る
試

験
を
受

け
よ
う

と
す
る

者 二
種
免

許
、
中

型
自
動

車
第
二

種
免
許

又
は
普

通
自
動

車
第
二

種
免
許

に
係
る

試
験
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

大
型
自

動
車
運

転
免
許

又
は
中

型
自
動

車
運
転

免
許
技

能
検
査

手
数
料

仮
運
転

免
許
試

験
手
数

料 二
種
免

許
、
中

型
自
動

車
第
二

種
免
許

又
は
普

通
自
動

車
第
二

種
免
許

試
験
手

数
料

三
千
九
百
五
十
円
（

公
安
委
員
会
が
提
供

す
る
自
動
車
を
使
用

し
て
試
験
を
受
け
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、

七
千
六
百
五
十
円
）

イ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
二
号
に
該

当
し
て
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

る
場
合

二
千
円

ロ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
四
号
に
該

当
し
て
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

る
場
合

千
六
百

五
十
円

ハ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
場

合

三
千
百
円
（

公
安
委
員
会
が
提

供
す
る
自
動
車
を

使
用
し
て
試
験
を

受
け
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
四
千
七
百

五
十
円
）

一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
場
合

二
千
円

ロ

道
路
交
通
法
第

九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
場

合

四
千
五
百
円

（
公
安
委
員
会
が

提
供
す
る
自
動
車

を
使
用
し
て
試
験

を
受
け
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
七
千

七
百
円
）

検
査
申

込
み
の

と
き

受
験
申

込
み
の

と
き

と
き

改 

正 

後

改 

正 

前
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参
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料
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
百
六
十

道

路
交
通
法
第

九
十
四
条
第

二
項
の
規
定

に
基
づ
く
第

一
種
運
転
免

許
又
は
第
二

種
運
転
免
許

に
係
る
免
許

証
の
再
交
付

四
百
五
十
九

道
路
交
通
法

第
九
十
二
条

第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く

仮
運
転
免
許

に
係
る
免
許

証
の
交
付

四
百
五
十
八

道
路
交
通
法

第
九
十
二
条

第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く

第
一
種
運
転

免
許
又
は
第

二
種
運
転
免

許
に
係
る
免

許
証
の
交
付

四
百
五
十
七

道
路
交
通
法

第
九
十
一
条

の
規
定
に
基

づ
く
運
転
す

る
こ
と
が
で

き
る
自
動
車

等
の
種
類
の

限
定
の
解
除

の
申
請
に
対

す
る
審
査

四
百
五
十
六
の

三

道
路
交

通
法
第
八
十

九
条
第
二
項

の
規
定
に
基

づ
く
普
通
自

動
車
仮
運
転

免
許
を
受
け

て
い
る
者
に

対
す
る
技
能

の
検
査
の
実

施 者
に
対
す
る

技
能
の
検
査

の
実
施

第
一
種

運
転
免

許
又
は

第
二
種

運
転
免

許
に
係

る
免
許

証
の
再

交
付
を

受
け
よ

仮
運
転

免
許
に

係
る
免

許
証
の

交
付
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

第
一
種

運
転
免

許
又
は

第
二
種

運
転
免

許
に
係

る
免
許

証
の
交

付
を
受

け
よ
う

と
す
る

者 運
転
す

る
こ
と

が
で
き

る
自
動

車
等
の

種
類
の

限
定
の

解
除
を

申
請
す

る
者

技
能
の

検
査
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

第
一
種

運
転
免

許
証
又

は
第
二

種
運
転

免
許
証

再
交
付

手
数
料

仮
運
転

免
許
証

交
付
手

数
料

第
一
種

運
転
免

許
証
又

は
第
二

種
運
転

免
許
証

交
付
手

数
料

限
定
解

除
申
請

手
数
料

普
通
自

動
車
運

転
免
許

技
能
検

査
手
数

料

三
千
六
百
円
。
た
だ

し
、
一
の
種
類
の
免

許
に
係
る
免
許
証
に

他
の
種
類
の
運
転
免

許
に
係
る
事
項
を
記

載
し
た
免
許
証
の
再

交
付
は
、
一
の
免
許

証
の
再
交
付
と
す
る
。

千
百
円

二
千
五
十
円
（
道
路

交
通
法
第
九
十
二
条

第
一
項
後
段
の
規
定

に
よ
り
、
一
の
種
類

の
免
許
に
係
る
免
許

証
に
他
の
種
類
の
免

許
に
係
る
事
項
を
記

載
し
て
そ
の
種
類
の

免
許
に
係
る
免
許
証

の
交
付
に
代
え
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
二

千
五
十
円
に
、
当
該

他
の
種
類
の
免
許
に

係
る
事
項
を
記
載
す

る
ご
と
に
二
百
円
を

加
え
た
金
額
）

千
五
百
五
十
円
（
公

安
委
員
会
が
提
供
す

る
自
動
車
を
使
用
し

て
審
査
を
受
け
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
三

千
百
円
）

四
千
五
十
円
（
公
安

委
員
会
が
提
供
す
る

自
動
車
を
使
用
し
て

検
査
を
受
け
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
四
千

九
百
円
）

再
交
付

申
請
の

と
き

交
付
申

請
の
と

き 交
付
申

請
の
と

き 解
除
申

請
の
と

き 検
査
申

込
み
の

と
き

四
百
六
十

道

路
交
通
法
第

九
十
四
条
第

二
項
の
規
定

に
基
づ
く
第

一
種
運
転
免

許
又
は
第
二

種
運
転
免
許

に
係
る
免
許

証
の
再
交
付

四
百
五
十
九

道
路
交
通
法

第
九
十
二
条

第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く

仮
運
転
免
許

に
係
る
免
許

証
の
交
付

四
百
五
十
八

道
路
交
通
法

第
九
十
二
条

第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く

第
一
種
運
転

免
許
又
は
第

二
種
運
転
免

許
に
係
る
免

許
証
の
交
付

四
百
五
十
七

道
路
交
通
法

第
九
十
一
条

の
規
定
に
基

づ
く
運
転
す

る
こ
と
が
で

き
る
自
動
車

等
の
種
類
の

限
定
の
解
除

の
申
請
に
対

す
る
審
査

四
百
五
十
六
の

三

道
路
交

通
法
第
八
十

九
条
第
二
項

の
規
定
に
基

づ
く
普
通
自

動
車
仮
運
転

免
許
を
受
け

て
い
る
者
に

対
す
る
技
能

の
検
査
の
実

施 者
に
対
す
る

技
能
の
検
査

の
実
施

第
一
種

運
転
免

許
又
は

第
二
種

運
転
免

許
に
係

る
免
許

証
の
再

交
付
を

受
け
よ

仮
運
転

免
許
に

係
る
免

許
証
の

交
付
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

第
一
種

運
転
免

許
又
は

第
二
種

運
転
免

許
に
係

る
免
許

証
の
交

付
を
受

け
よ
う

と
す
る

者 運
転
す

る
こ
と

が
で
き

る
自
動

車
等
の

種
類
の

限
定
の

解
除
を

申
請
す

る
者

技
能
の

検
査
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

第
一
種

運
転
免

許
証
又

は
第
二

種
運
転

免
許
証

再
交
付

手
数
料

仮
運
転

免
許
証

交
付
手

数
料

第
一
種

運
転
免

許
証
又

は
第
二

種
運
転

免
許
証

交
付
手

数
料

限
定
解

除
申
請

手
数
料

普
通
自

動
車
運

転
免
許

技
能
検

査
手
数

料

三
千
六
百
五
十
円
。

た
だ
し
、
一
の
種
類

の
免
許
に
係
る
免
許

証
に
他
の
種
類
の
運

転
免
許
に
係
る
事
項

を
記
載
し
た
免
許
証

の
再
交
付
は
、
一
の

免
許
証
の
再
交
付
と

す
る
。

千
二
百
円

二
千
百
円
（
道
路
交

通
法
第
九
十
二
条
第

一
項
後
段
の
規
定
に

よ
り
、
一
の
種
類
の

免
許
に
係
る
免
許
証

に
他
の
種
類
の
免
許

に
係
る
事
項
を
記
載

し
て
そ
の
種
類
の
免

許
に
係
る
免
許
証
の

交
付
に
代
え
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
二
千

百
円
に
、
当
該
他
の

種
類
の
免
許
に
係
る

事
項
を
記
載
す
る
ご

と
に
二
百
円
を
加
え

た
金
額
）

千
七
百
円
（
公
安
委

員
会
が
提
供
す
る
自

動
車
を
使
用
し
て
審

査
を
受
け
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
三
千
三

百
五
十
円
）

四
千
三
百
円
（
公
安

委
員
会
が
提
供
す
る

自
動
車
を
使
用
し
て

試
験
を
受
け
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
五
千

三
百
円
）

再
交
付

申
請
の

と
き

交
付
申

請
の
と

き 交
付
申

請
の
と

き 解
除
申

請
の
と

き 検
査
申

込
み
の

と
き

改 

正 

後

改 

正 

前
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参
考
資
料
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
百
六
十
二
の

二

道
路
交

通
法
第
九
十

九
条
の
二
第

四
項
第
一
号

イ
の
規
定
に

基
づ
く
大
型

自
動
車
免
許

又
は
中
型
自

動
車
免
許
に

係
る
技
能
検

定
員
の
審
査

四
百
六
十
一
の
二
〜
四
百
六
十
二

略

四
百
六
十
一

道
路
交
通
法

第
九
十
四
条

第
二
項
の
規

定
に
基
づ
く

仮
運
転
免
許

に
係
る
免
許

証
の
再
交
付

大
型
自

動
車
免

許
又
は

中
型
自

動
車
免

許
に
係

る
技
能

検
定
員

の
審
査

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

仮
運
転

免
許
証

の
再
交

付
を
受

け
よ
う

と
す
る

者 う
と
す

る
者

大
型
自

動
車
免

許
又
は

中
型
自

動
車
免

許
技
能

検
定
員

審
査
手

数
料

仮
運
転

免
許
証

再
交
付

手
数
料

二
万
三
千
五
百
円
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
者
に
あ
っ
て
は
、

二
万
三
千
五
百
円
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額
を
減
じ
た
金

額
と
す
る
。

イ

略

ロ

自
動
車
の
運
転

技
能
に
関
す
る
観

察
及
び
採
点
の
技

能
の
審
査
を
免
除

さ
れ
る
者
（
ト
に

掲
げ
る
者
を
除
く
。

）

七
千
円

ハ

道
路
交
通
法
第

百
八
条
の
二
十
八

第
四
項
に
規
定
す

る
教
則
の
内
容
と

な
っ
て
い
る
事
項

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
（
チ
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）

二
千
百
円

ニ

自
動
車
教
習
所

に
関
す
る
法
令
に

つ
い
て
の
知
識
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
チ
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

二
千
百
円

ホ

技
能
検
定
の
実

施
に
関
す
る
知
識

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者

二
千
二

百
五
十
円

ヘ

自
動
車
の
運
転

技
能
の
評
価
方
法

に
関
す
る
知
識
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者

千
八
百
五

十
円

ト

イ
及
び
ロ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

一
万
四

千
百
円

千
百
円

審
査
申

請
の
と

き 再
交
付

申
請
の

と
き

四
百
六
十
二
の

二

道
路
交

通
法
第
九
十

九
条
の
二
第

四
項
第
一
号

イ
の
規
定
に

基
づ
く
大
型

自
動
車
免
許

又
は
中
型
自

動
車
免
許
に

係
る
技
能
検

定
員
の
審
査

四
百
六
十
一
の
二
〜
四
百
六
十
二

略

四
百
六
十
一

道
路
交
通
法

第
九
十
四
条

第
二
項
の
規

定
に
基
づ
く

仮
運
転
免
許

に
係
る
免
許

証
の
再
交
付

大
型
自

動
車
免

許
又
は

中
型
自

動
車
免

許
に
係

る
技
能

検
定
員

の
審
査

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

仮
運
転

免
許
証

の
再
交

付
を
受

け
よ
う

と
す
る

者 う
と
す

る
者

大
型
自

動
車
免

許
又
は

中
型
自

動
車
免

許
技
能

検
定
員

審
査
手

数
料

仮
運
転

免
許
証

再
交
付

手
数
料

二
万
四
千
七
百
円
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
者
に
あ
っ
て
は
、

二
万
四
千
七
百
円
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額
を
減
じ
た
金

額
と
す
る
。

イ

略

ロ

自
動
車
の
運
転

技
能
に
関
す
る
観

察
及
び
採
点
の
技

能
の
審
査
を
免
除

さ
れ
る
者
（
ト
に

掲
げ
る
者
を
除
く
。

）

七
千
五
十
円

ハ

道
路
交
通
法
第

百
八
条
の
二
十
八

第
四
項
に
規
定
す

る
教
則
の
内
容
と

な
っ
て
い
る
事
項

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
（
チ
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）

二
千
百
五
十
円

ニ

自
動
車
教
習
所

に
関
す
る
法
令
に

つ
い
て
の
知
識
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
チ
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

二
千
百
五
十
円

ホ

技
能
検
定
の
実

施
に
関
す
る
知
識

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者

二
千
二

百
円

ヘ

自
動
車
の
運
転

技
能
の
評
価
方
法

に
関
す
る
知
識
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者

二
千
二
百

円
ト

イ
及
び
ロ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

一
万
四

千
九
百
五
十
円

千
二
百
円

審
査
申

請
の
と

き 再
交
付

申
請
の

と
き

改 

正 

後

改 

正 

前
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参
考
資
料
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
百
六
十
三

道
路
交
通
法

第
九
十
九
条

の
二
第
四
項

第
一
号
イ
の

規
定
に
基
づ

く
普
通
自
動

車
免
許
に
係

る
技
能
検
定

員
の
審
査

普
通
自

動
車
免

許
に
係

る
技
能

検
定
員

の
審
査

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

普
通
自

動
車
免

許
技
能

検
定
員

審
査
手

数
料

一
万
九
千
六
百
五
十

円
。
た
だ
し
、
次
に

掲
げ
る
者
に
あ
っ
て

は
、
一
万
九
千
六
百

五
十
円
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額
を

減
じ
た
金
額
と
す
る
。

イ

技
能
検
定
員
と

し
て
必
要
な
自
動

車
の
運
転
技
能
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
ト
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

三
千
七
百
五
十
円

ロ

自
動
車
の
運
転

技
能
に
関
す
る
観

察
及
び
採
点
の
技

能
の
審
査
を
免
除

さ
れ
る
者
（
ト
に

掲
げ
る
者
を
除
く
。

）

六
千
四
百
円

ハ

道
路
交
通
法
第

百
八
条
の
二
十
八

第
四
項
に
規
定
す

る
教
則
の
内
容
と

な
っ
て
い
る
事
項

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
（
チ
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）

千
八
百
五
十
円

ニ

自
動
車
教
習
所

に
関
す
る
法
令
に

つ
い
て
の
知
識
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
チ
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

千
八
百
五
十
円

ホ

技
能
検
定
の
実

施
に
関
す
る
知
識

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者

二
千
円

ヘ

自
動
車
の
運
転

技
能
の
評
価
方
法

に
関
す
る
知
識
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者

千
九
百
五

十
円

ト

イ
及
び
ロ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

一
万
千

五
十
円

チ

ハ
及
び
ニ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

四
千
五

百
五
十
円

審
査
申

請
の
と

き

四
百
六
十
三

道
路
交
通
法

第
九
十
九
条

の
二
第
四
項

第
一
号
イ
の

規
定
に
基
づ

く
普
通
自
動

車
免
許
に
係

る
技
能
検
定

員
の
審
査

普
通
自

動
車
免

許
に
係

る
技
能

検
定
員

の
審
査

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

普
通
自

動
車
免

許
技
能

検
定
員

審
査
手

数
料

二
万
五
百
円
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
者

に
あ
っ
て
は
、
二
万

五
百
円
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額
を

減
じ
た
金
額
と
す
る
。

イ

技
能
検
定
員
と

し
て
必
要
な
自
動

車
の
運
転
技
能
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
ト
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

三
千
九
百
五
十
円

ロ

自
動
車
の
運
転

技
能
に
関
す
る
観

察
及
び
採
点
の
技

能
の
審
査
を
免
除

さ
れ
る
者
（
ト
に

掲
げ
る
者
を
除
く
。

）

六
千
七
百
五

十
円

ハ

道
路
交
通
法
第

百
八
条
の
二
十
八

第
四
項
に
規
定
す

る
教
則
の
内
容
と

な
っ
て
い
る
事
項

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
（
チ
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）

千
九
百
円

ニ

自
動
車
教
習
所

に
関
す
る
法
令
に

つ
い
て
の
知
識
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
チ
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

千
九
百
円

ホ

技
能
検
定
の
実

施
に
関
す
る
知
識

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者

千
九
百

五
十
円

ヘ

自
動
車
の
運
転

技
能
の
評
価
方
法

に
関
す
る
知
識
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者

二
千
円

ト

イ
及
び
ロ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

一
万
千

六
百
五
十
円

チ

ハ
及
び
ニ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

四
千
六

百
円

審
査
申

請
の
と

き

改 

正 

後

改 

正 

前
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改

正

後

参
考
資
料

四
百
六
十
四

道
路
交
通
法

第
九
十
九
条

の
二
第
四
項

第
一
号
イ
の

規
定
に
基
づ

く
特
定
第
一

種
運
転
免
許

に
係
る
技
能

検
定
員
の
審

査

特
定
第

一
種
運

転
免
許

に
係
る

技
能
検

定
員
の

審
査
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

特
定
第

一
種
運

転
免
許

技
能
検

定
員
審

査
手
数

料

一
万
四
千
五
百
円
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
者
に
あ
っ
て
は
、

一
万
四
千
五
百
円
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額
を
減
じ
た
金

額
と
す
る
。

イ

技
能
検
定
員
と

し
て
必
要
な
自
動

車
の
運
転
技
能
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
ト
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

千
三
百
円

ロ

自
動
車
の
運
転

技
能
に
関
す
る
観

察
及
び
採
点
の
技

能
の
審
査
を
免
除

さ
れ
る
者
（
ト
に

掲
げ
る
者
を
除
く
。

）

二
千
二
百
円

ハ

道
路
交
通
法
第

百
八
条
の
二
十
八

第
四
項
に
規
定
す

る
教
則
の
内
容
と

な
っ
て
い
る
事
項

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
（
チ
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）

二
千
百
円

ニ

自
動
車
教
習
所

に
関
す
る
法
令
に

つ
い
て
の
知
識
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
チ
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

二
千
百
円

ホ

技
能
検
定
の
実

施
に
関
す
る
知
識

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者

二
千
二

百
五
十
円

ヘ

自
動
車
の
運
転

技
能
の
評
価
方
法

に
関
す
る
知
識
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者

二
千
四
百

五
十
円

ト

イ
及
び
ロ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

四
千
五

チ

ハ
及
び
ニ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

三
千
九

百
円

審
査
申

請
の
と

き

四
百
六
十
四

道
路
交
通
法

第
九
十
九
条

の
二
第
四
項

第
一
号
イ
の

規
定
に
基
づ

く
特
定
第
一

種
運
転
免
許

に
係
る
技
能

検
定
員
の
審

査

特
定
第

一
種
運

転
免
許

に
係
る

技
能
検

定
員
の

審
査
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

特
定
第

一
種
運

転
免
許

技
能
検

定
員
審

査
手
数

料

一
万
四
千
百
円
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る

者
に
あ
っ
て
は
、
一

万
四
千
百
円
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

額
を
減
じ
た
金
額
と

す
る
。

イ

技
能
検
定
員
と

し
て
必
要
な
自
動

車
の
運
転
技
能
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
ト
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

千
三
百
五
十
円

ロ

自
動
車
の
運
転

技
能
に
関
す
る
観

察
及
び
採
点
の
技

能
の
審
査
を
免
除

さ
れ
る
者
（
ト
に

掲
げ
る
者
を
除
く
。

）

二
千
二
百
五

十
円

ハ

道
路
交
通
法
第

百
八
条
の
二
十
八

第
四
項
に
規
定
す

る
教
則
の
内
容
と

な
っ
て
い
る
事
項

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
（
チ
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）

二
千
百
五
十
円

ニ

自
動
車
教
習
所

に
関
す
る
法
令
に

つ
い
て
の
知
識
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
チ
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

二
千
百
五
十
円

ホ

技
能
検
定
の
実

施
に
関
す
る
知
識

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者

二
千
五

十
円

ヘ

自
動
車
の
運
転

技
能
の
評
価
方
法

に
関
す
る
知
識
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者

二
千
円

ト

イ
及
び
ロ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

四
千
六

チ

ハ
及
び
ニ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

四
千
百

円

審
査
申

請
の
と

き

改 

正 

前

12



改

正

後

参
考
資
料

四
百
六
十
四
の

二

道
路
交

通
法
第
九
十

九
条
の
二
第

四
項
第
一
号

イ
の
規
定
に

基
づ
く
大
型

自
動
車
第
二

種
免
許
、
中

型
自
動
車
第

二
種
免
許
又

は
普
通
自
動

車
第
二
種
免

許
に
係
る
技

能
検
定
員
の

審
査
で
、
こ

れ
ら
の
免
許

に
対
応
す
る

第
一
種
運
転

免
許
に
係
る

技
能
検
定
員

資
格
者
証
の

交
付
を
受
け

て
い
る
者
に

対
す
る
も
の

大
型
自

動
車
第

二
種
免

許
、
中

型
自
動

車
第
二

種
免
許

又
は
普

通
自
動

車
第
二

種
免
許

に
係
る

技
能
検

定
員
の

審
査
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

大
型
自

動
車
第

二
種
免

許
、
中

型
自
動

車
第
二

種
免
許

又
は
普

通
自
動

車
第
二

種
免
許

技
能
検

定
員
審

査
手
数

料

二
万
千
八
百
五
十
円
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
者
に
あ
っ
て
は
、

二
万
千
八
百
五
十
円

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
額
を
減
じ
た

金
額
と
す
る
。

イ

技
能
検
定
員
と

し
て
必
要
な
自
動

車
の
運
転
技
能
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
ホ
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

四
千
四
百
五
十
円

ロ

自
動
車
の
運
転

技
能
に
関
す
る
観

察
及
び
採
点
の
技

能
の
審
査
を
免
除

さ
れ
る
者
（
ホ
に

掲
げ
る
者
を
除
く
。

）

七
千
八
百
円

ハ

自
動
車
の
運
転

技
能
の
評
価
方
法

に
関
す
る
知
識
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者

三
千
百
五

十
円

ニ

道
路
運
送
法
（

昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
八
十
三
号

）
第
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
旅
客

自
動
車
運
送
事
業

及
び
自
動
車
運
転

代
行
業
の
業
務
の

適
正
化
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
三

年
法
律
第
五
十
七

号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
自

動
車
運
転
代
行
業

に
関
す
る
法
令
に

つ
い
て
の
知
識
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者

二
千
七
百

円
ホ

イ
及
び
ロ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

一
万
五

千
三
百
円

百
五
十
円

チ

ハ
及
び
ニ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

四
千
五

百
五
十
円

審
査
申

請
の
と

き

四
百
六
十
四
の

二

道
路
交

通
法
第
九
十

九
条
の
二
第

四
項
第
一
号

イ
の
規
定
に

基
づ
く
大
型

自
動
車
第
二

種
免
許
、
中

型
自
動
車
第

二
種
免
許
又

は
普
通
自
動

車
第
二
種
免

許
に
係
る
技

能
検
定
員
の

審
査
で
、
こ

れ
ら
の
免
許

に
対
応
す
る

第
一
種
運
転

免
許
に
係
る

技
能
検
定
員

資
格
者
証
の

交
付
を
受
け

て
い
る
者
に

対
す
る
も
の

大
型
自

動
車
第

二
種
免

許
、
中

型
自
動

車
第
二

種
免
許

又
は
普

通
自
動

車
第
二

種
免
許

に
係
る

技
能
検

定
員
の

審
査
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

大
型
自

動
車
第

二
種
免

許
、
中

型
自
動

車
第
二

種
免
許

又
は
普

通
自
動

車
第
二

種
免
許

技
能
検

定
員
審

査
手
数

料

二
万
二
千
四
百
五
十

円
。
た
だ
し
、
次
に

掲
げ
る
者
に
あ
っ
て

は
、
二
万
二
千
四
百

五
十
円
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額
を

減
じ
た
金
額
と
す
る
。

イ

技
能
検
定
員
と

し
て
必
要
な
自
動

車
の
運
転
技
能
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
ホ
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

四
千
六
百
円

ロ

自
動
車
の
運
転

技
能
に
関
す
る
観

察
及
び
採
点
の
技

能
の
審
査
を
免
除

さ
れ
る
者
（
ホ
に

掲
げ
る
者
を
除
く
。

）

七
千
九
百
五

十
円

ハ

自
動
車
の
運
転

技
能
の
評
価
方
法

に
関
す
る
知
識
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者

三
千
二
百

円
ニ

道
路
運
送
法
（

昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
八
十
三
号

）
第
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
旅
客

自
動
車
運
送
事
業

及
び
自
動
車
運
転

代
行
業
の
業
務
の

適
正
化
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
三

年
法
律
第
五
十
七

号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
自

動
車
運
転
代
行
業

に
関
す
る
法
令
に

つ
い
て
の
知
識
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者

二
千
七
百

五
十
円

ホ

イ
及
び
ロ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

一
万
五

千
八
百
円

百
五
十
円

チ

ハ
及
び
ニ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

四
千
六

百
円

審
査
申

請
の
と

き

改 

正 

前
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改

正

後

参
考
資
料

四
百
六
十
六

道
路
交
通
法

第
九
十
九
条

の
三
第
四
項

第
一
号
イ
の

規
定
に
基
づ

く
普
通
自
動

車
免
許
に
係

る
教
習
指
導

員
の
審
査

四
百
六
十
五
の

二

道
路
交

通
法
第
九
十

九
条
の
三
第

四
項
第
一
号

イ
の
規
定
に

基
づ
く
大
型

自
動
車
免
許

又
は
中
型
自

動
車
免
許
に

係
る
教
習
指

導
員
の
審
査

四
百
六
十
五

略普
通
自

動
車
免

許
に
係

る
教
習

指
導
員

の
審
査

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

大
型
自

動
車
免

許
又
は

中
型
自

動
車
免

許
に
係

る
教
習

指
導
員

の
審
査

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

普
通
自

動
車
免

許
教
習

指
導
員

審
査
手

数
料

大
型
自

動
車
免

許
又
は

中
型
自

動
車
免

許
教
習

指
導
員

審
査
手

数
料

一
万
千
八
百
円
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る

者
に
あ
っ
て
は
、
一

万
千
八
百
円
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

額
を
減
じ
た
金
額
と

す
る
。

イ

教
習
指
導
員
と

し
て
必
要
な
自
動

車
の
運
転
技
能
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
ト
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

三
千
七
百
五
十
円

ロ

技
能
教
習
に
必

一
万
五
千
円
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
者

に
あ
っ
て
は
、
一
万

五
千
円
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額
を

減
じ
た
金
額
と
す
る
。

イ

教
習
指
導
員
と

し
て
必
要
な
自
動

車
の
運
転
技
能
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
ト
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

四
千
百
五
十
円

ロ

技
能
教
習
に
必

要
な
教
習
の
技
能

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
（
ト
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）

千
四
百
五
十
円

ハ

学
科
教
習
に
必

要
な
教
習
の
技
能

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者

千
三
百

五
十
円

ニ
・
ホ

略

ヘ

教
習
指
導
員
と

し
て
必
要
な
教
育

に
つ
い
て
の
知
識

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者

千
三
百

五
十
円

ト

イ
及
び
ロ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

八
千
六

百
円

チ

ニ
及
び
ホ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

三
千
円

審
査
申

請
の
と

き 審
査
申

請
の
と

き

四
百
六
十
六

道
路
交
通
法

第
九
十
九
条

の
三
第
四
項

第
一
号
イ
の

規
定
に
基
づ

く
普
通
自
動

車
免
許
に
係

る
教
習
指
導

員
の
審
査

四
百
六
十
五
の

二

道
路
交

通
法
第
九
十

九
条
の
三
第

四
項
第
一
号

イ
の
規
定
に

基
づ
く
大
型

自
動
車
免
許

又
は
中
型
自

動
車
免
許
に

係
る
教
習
指

導
員
の
審
査

四
百
六
十
五

略普
通
自

動
車
免

許
に
係

る
教
習

指
導
員

の
審
査

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

大
型
自

動
車
免

許
又
は

中
型
自

動
車
免

許
に
係

る
教
習

指
導
員

の
審
査

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

普
通
自

動
車
免

許
教
習

指
導
員

審
査
手

数
料

大
型
自

動
車
免

許
又
は

中
型
自

動
車
免

許
教
習

指
導
員

審
査
手

数
料

一
万
二
千
百
五
十
円
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
者
に
あ
っ
て
は
、

一
万
二
千
百
五
十
円

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
額
を
減
じ
た

金
額
と
す
る
。

イ

教
習
指
導
員
と

し
て
必
要
な
自
動

車
の
運
転
技
能
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
ト
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

四
千
百
円

ロ

技
能
教
習
に
必

一
万
五
千
六
百
五
十

円
。
た
だ
し
、
次
に

掲
げ
る
者
に
あ
っ
て

は
、
一
万
五
千
六
百

五
十
円
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額
を

減
じ
た
金
額
と
す
る
。

イ

教
習
指
導
員
と

し
て
必
要
な
自
動

車
の
運
転
技
能
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
ト
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

四
千
四
百
五
十
円

ロ

技
能
教
習
に
必

要
な
教
習
の
技
能

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
（
ト
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）

千
三
百
円

ハ

学
科
教
習
に
必

要
な
教
習
の
技
能

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者

千
二
百

五
十
円

ニ
・
ホ

略

ヘ

教
習
指
導
員
と

し
て
必
要
な
教
育

に
つ
い
て
の
知
識

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者

千
四
百

円
ト

イ
及
び
ロ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

九
千
二

百
円

チ

ニ
及
び
ホ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

三
千
五

十
円

審
査
申

請
の
と

き 審
査
申

請
の
と

き

改 

正 

前
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改

正

後

参
考
資
料

四
百
六
十
七

道
路
交
通
法

第
九
十
九
条

の
三
第
四
項

第
一
号
イ
の

規
定
に
基
づ

く
特
定
第
一

種
運
転
免
許

に
係
る
教
習

指
導
員
の
審

査

特
定
第

一
種
運

転
免
許

に
係
る

教
習
指

導
員
の

審
査
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

特
定
第

一
種
運

転
免
許

教
習
指

導
員
審

査
手
数

料

九
千
四
百
五
十
円
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
者
に
あ
っ
て
は
、

九
千
四
百
五
十
円
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額
を
減
じ
た
金

額
と
す
る
。

イ

教
習
指
導
員
と

し
て
必
要
な
自
動

車
の
運
転
技
能
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
ト
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

千
三
百
円

要
な
教
習
の
技
能

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
（
ト
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）

千
四
百
円

ハ

学
科
教
習
に
必

要
な
教
習
の
技
能

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者

千
三
百

円
ニ

道
路
交
通
法
第

百
八
条
の
二
十
八

第
四
項
に
規
定
す

る
教
則
の
内
容
と

な
っ
て
い
る
事
項

そ
の
他
自
動
車
の

運
転
に
関
す
る
知

識
の
審
査
を
免
除

さ
れ
る
者
（
チ
に

掲
げ
る
者
を
除
く
。

）

千
二
百
円

ホ

自
動
車
教
習
所

に
関
す
る
法
令
に

つ
い
て
の
知
識
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
チ
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

千
二
百
円

ヘ

教
習
指
導
員
と

し
て
必
要
な
教
育

に

つ
い
て
の
知

識
の
審
査
を
免
除

さ
れ
る
者

千
百

五
十
円

ト

イ
及
び
ロ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

六
千
百

円
チ

ニ
及
び
ホ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

二
千
五

百
円

審
査
申

請
の
と

き

四
百
六
十
七

道
路
交
通
法

第
九
十
九
条

の
三
第
四
項

第
一
号
イ
の

規
定
に
基
づ

く
特
定
第
一

種
運
転
免
許

に
係
る
教
習

指
導
員
の
審

査

特
定
第

一
種
運

転
免
許

に
係
る

教
習
指

導
員
の

審
査
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

特
定
第

一
種
運

転
免
許

教
習
指

導
員
審

査
手
数

料

九
千
五
百
円
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
者

に
あ
っ
て
は
、
九
千

五
百
円
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額
を

減
じ
た
金
額
と
す
る
。

イ

教
習
指
導
員
と

し
て
必
要
な
自
動

車
の
運
転
技
能
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
ト
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

千
三
百
五
十
円

要
な
教
習
の
技
能

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
（
ト
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）

千
三
百
五
十
円

ハ

学
科
教
習
に
必

要
な
教
習
の
技
能

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者

千
二
百

五
十
円

ニ

道
路
交
通
法
第

百
八
条
の
二
十
八

第
四
項
に
規
定
す

る
教
則
の
内
容
と

な
っ
て
い
る
事
項

そ
の
他
自
動
車
の

運
転
に
関
す
る
知

識
の
審
査
を
免
除

さ
れ
る
者
（
チ
に

掲
げ
る
者
を
除
く
。

）

千
二
百
五
十

円
ホ

自
動
車
教
習
所

に
関
す
る
法
令
に

つ
い
て
の
知
識
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
チ
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

千
二
百
五
十
円

ヘ

教
習
指
導
員
と

し
て
必
要
な
教
育

に
つ
い
て
の
知
識

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者

千
二
百

円
ト

イ
及
び
ロ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

六
千
三

百
五
十
円

チ

ニ
及
び
ホ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

二
千
六

百
円

審
査
申

請
の
と

き

改 

正 

前
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改

正

後

参
考
資
料

四
百
六
十
七
の

二

道
路
交

通
法
第
九
十

九
条
の
三
第

四
項
第
一
号

イ
の
規
定
に

基
づ
く
大
型

自
動
車
第
二

種
免
許
、
中

型
自
動
車
第

二
種
免
許
又

は
普
通
自
動

車
第
二
種
免

許
に
係
る
教

習
指
導
員
の

審
査
で
、
こ

れ
ら
の
免
許

に
対
応
す
る

第
一
種
運
転

免
許
に
係
る

教
習
指
導
員

資
格
者
証
の

交
付
を
受
け

て
い
る
者
に

対
す
る
も
の

大
型
自

動
車
第

二
種
免

許
、
中

型
自
動

車
第
二

種
免
許

又
は
普

通
自
動

車
第
二

種
免
許

に
係
る

教
習
指

導
員
の

審
査
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

大
型
自

動
車
第

二
種
免

許
、
中

型
自
動

車
第
二

種
免
許

又
は
普

通
自
動

車
第
二

種
免
許

教
習
指

導
員
審

査
手
数

料

一
万
二
千
八
百
五
十

円
。
た
だ
し
、
次
に

掲
げ
る
者
に
あ
っ
て

は
、
一
万
二
千
八
百

五
十
円
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額
を

減
じ
た
金
額
と
す
る
。

イ

教
習
指
導
員
と

し
て
必
要
な
自
動

車
の
運
転
技
能
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
ニ
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

四
千
四
百
五
十
円

ロ

技
能
教
習
に
必

要
な
教
習
の
技
能

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
（
ニ
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）

千
九
百
円

ハ

道
路
運
送
法
第

二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
旅
客
自
動

車
運
送
事
業
及
び

自
動
車
運
転
代
行

業
の
業
務
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律

第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
自
動
車

運
転
代
行
業
に
関

す
る
法
令
に
つ
い

て
の
知
識
の
審
査

を
免
除
さ
れ
る
者

二
千
七
百
円

ニ

イ
及
び
ロ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

九
千
四

百
円

ロ

技
能
教
習
に
必

要
な
教
習
の
技
能

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
（
ト
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）

千
五
百
円

ハ

学
科
教
習
に
必

要
な
教
習
の
技
能

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者

千
百
五

十
円

ニ
〜
ヘ

略

ト

イ
及
び
ロ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

三
千
八

百
五
十
円

チ

略

審
査
申

請
の
と

き

四
百
六
十
七
の

二

道
路
交

通
法
第
九
十

九
条
の
三
第

四
項
第
一
号

イ
の
規
定
に

基
づ
く
大
型

自
動
車
第
二

種
免
許
、
中

型
自
動
車
第

二
種
免
許
又

は
普
通
自
動

車
第
二
種
免

許
に
係
る
教

習
指
導
員
の

審
査
で
、
こ

れ
ら
の
免
許

に
対
応
す
る

第
一
種
運
転

免
許
に
係
る

教
習
指
導
員

資
格
者
証
の

交
付
を
受
け

て
い
る
者
に

対
す
る
も
の

大
型
自

動
車
第

二
種
免

許
、
中

型
自
動

車
第
二

種
免
許

又
は
普

通
自
動

車
第
二

種
免
許

に
係
る

教
習
指

導
員
の

審
査
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

大
型
自

動
車
第

二
種
免

許
、
中

型
自
動

車
第
二

種
免
許

又
は
普

通
自
動

車
第
二

種
免
許

教
習
指

導
員
審

査
手
数

料

一
万
三
千
三
百
円
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
者
に
あ
っ
て
は
、

一
万
三
千
三
百
円
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額
を
減
じ
た
金

額
と
す
る
。

イ

教
習
指
導
員
と

し
て
必
要
な
自
動

車
の
運
転
技
能
の

審
査
を
免
除
さ
れ

る
者
（
ニ
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）

四
千
八
百
円

ロ

技
能
教
習
に
必

要
な
教
習
の
技
能

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
（
ニ
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）

二
千
円

ハ

道
路
運
送
法
第

二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
旅
客
自
動

車
運
送
事
業
及
び

自
動
車
運
転
代
行

業
の
業
務
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律

第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
自
動
車

運
転
代
行
業
に
関

す
る
法
令
に
つ
い

て
の
知
識
の
審
査

を
免
除
さ
れ
る
者

二
千
七
百
五
十

円
ニ

イ
及
び
ロ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

九
千
七

百
五
十
円

ロ

技
能
教
習
に
必

要
な
教
習
の
技
能

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
（
ト
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）

千
三
百
円

ハ

学
科
教
習
に
必

要
な
教
習
の
技
能

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者

千
二
百

五
十
円

ニ
〜
ヘ

略

ト

イ
及
び
ロ
に
規

定
す
る
審
査
の
い

ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者

三
千
七

百
五
十
円

チ

略

審
査
申

請
の
と

き

改 

正 

前
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改

正

後

参
考
資
料

四
百
七
十
一
の

二

道
路
交

通
法
第
百
一

条
第
一
項
又

は
第
百
一
条

の
二
第
一
項

の
規
定
に
基

づ
く
運
転
免

許
証
の
有
効

期
間
の
更
新

四
百
七
十
一

道
路
交
通
法

第
百
一
条
第

一
項
又
は
第

百
一
条
の
二

第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く

運
転
免
許
証

の
有
効
期
間

の
更
新
（
同

法
第
百
一
条

の
二
の
二
第

一
項
の
規
定

に
よ
り
運
転

免
許
証
の
更

新
の
申
請
を

す
る
場
合
を

除
く
。）

四
百
七
十

道

路
交
通
法
第

百
条
の
二
第

一
項
の
規
定

に
基
づ
く
原

動
機
付
自
転

車
免
許
に
係

る
再
試
験
の

実
施

四
百
六
十
九

道
路
交
通
法

第
百
条
の
二

第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く

大
型
自
動
二

輪
車
免
許
又

は
普
通
自
動

二
輪
車
免
許

に
係
る
再
試

験
の
実
施

四
百
六
十
八

道
路
交
通
法

第
百
条
の
二

第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く

普
通
自
動
車

免
許
に
係
る

再
試
験
の
実

施

運
転
免

許
証
の

有
効
期

間
の
更

新
を
受

け
よ
う

と
す
る

者 運
転
免

許
証
の

有
効
期

間
の
更

新
を
受

け
よ
う

と
す
る

者 原
動
機

付
自
転

車
免
許

に
係
る

再
試
験

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

大
型
自

動
二
輪

車
免
許

又
は
普

通
自
動

二
輪
車

免
許
に

係
る
再

試
験
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

普
通
自

動
車
免

許
に
係

る
再
試

験
を
受

け
よ
う

と
す
る

者

運
転
免

許
証
経

由
更
新

手
数
料

運
転
免

許
証
更

新
手
数

料 原
動
機

付
自
転

車
免
許

再
試
験

手
数
料

大
型
自

動
二
輪

車
免
許

又
は
普

通
自
動

二
輪
車

免
許
再

試
験
手

数
料

普
通
自

動
車
免

許
再
試

験
手
数

料

二
千
五
百
円

二
千
五
百
円

千
円

千
七
百
円
（
公
安
委

員
会
が
提
供
す
る
自

動
車
を
使
用
し
て
試

験
を
受
け
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
三
千
二

百
五
十
円
）

千
九
百
五
十
円
（
公

安
委
員
会
が
提
供
す

る
自
動
車
を
使
用
し

て
試
験
を
受
け
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
二

千
八
百
円
）

更
新
申

請
の
と

き 更
新
申

請
の
と

き 受
験
申

込
み
の

と
き

受
験
申

込
み
の

と
き

受
験
申

込
み
の

と
き

四
百
七
十
一
の

二

道
路
交

通
法
第
百
一

条
第
一
項
又

は
第
百
一
条

の
二
第
一
項

の
規
定
に
基

づ
く
運
転
免

許
証
の
有
効

期
間
の
更
新

四
百
七
十
一

道
路
交
通
法

第
百
一
条
第

一
項
又
は
第

百
一
条
の
二

第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く

運
転
免
許
証

の
有
効
期
間

の
更
新
（
同

法
第
百
一
条

の
二
の
二
第

一
項
の
規
定

に
よ
り
運
転

免
許
証
の
更

新
の
申
請
を

す
る
場
合
を

除
く
。）

四
百
七
十

道

路
交
通
法
第

百
条
の
二
第

一
項
の
規
定

に
基
づ
く
原

動
機
付
自
転

車
免
許
に
係

る
再
試
験
の

実
施

四
百
六
十
九

道
路
交
通
法

第
百
条
の
二

第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く

大
型
自
動
二

輪
車
免
許
又

は
普
通
自
動

二
輪
車
免
許

に
係
る
再
試

験
の
実
施

四
百
六
十
八

道
路
交
通
法

第
百
条
の
二

第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く

普
通
自
動
車

免
許
に
係
る

再
試
験
の
実

施

運
転
免

許
証
の

有
効
期

間
の
更

新
を
受

け
よ
う

と
す
る

者 運
転
免

許
証
の

有
効
期

間
の
更

新
を
受

け
よ
う

と
す
る

者 原
動
機

付
自
転

車
免
許

に
係
る

再
試
験

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

大
型
自

動
二
輪

車
免
許

又
は
普

通
自
動

二
輪
車

免
許
に

係
る
再

試
験
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

普
通
自

動
車
免

許
に
係

る
再
試

験
を
受

け
よ
う

と
す
る

者

運
転
免

許
証
経

由
更
新

手
数
料

運
転
免

許
証
更

新
手
数

料 原
動
機

付
自
転

車
免
許

再
試
験

手
数
料

大
型
自

動
二
輪

車
免
許

又
は
普

通
自
動

二
輪
車

免
許
再

試
験
手

数
料

普
通
自

動
車
免

許
再
試

験
手
数

料

二
千
五
百
五
十
円

二
千
五
百
五
十
円

千
百
五
十
円

千
九
百
円
（
公
安
委

員
会
が
提
供
す
る
自

動
車
を
使
用
し
て
試

験
を
受
け
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
三
千
五

百
五
十
円
）

二
千
五
十
円
（
公
安

委
員
会
が
提
供
す
る

自
動
車
を
使
用
し
て

試
験
を
受
け
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
三
千

五
十
円
）

更
新
申

請
の
と

き 更
新
申

請
の
と

き 受
験
申

込
み
の

と
き

受
験
申

込
み
の

と
き

受
験
申

込
み
の

と
き

改 

正 

前

17



改

正

後

参
考
資
料

四
百
七
十
五

道
路
交
通
法

第
百
八
条
の

二
第
一
項
第

三
号
の
規
定

に
基
づ
く
免

許
の
保
留
、

免
許
の
効
力

の
停
止
又
は

六
月
を
超
え

な
い
範
囲
内

四
百
七
十
四

道
路
交
通
法

第
百
八
条
の

二
第
一
項
第

二
号
の
規
定

に
基
づ
く
免

許
の
拒
否
、

免
許
の
取
消

し
又
は
六
月

を
超
え
る
期

間
の
自
動
車

等
の
運
転
の

禁
止
を
受
け

た
者
に
対
す

る
講
習
の
実

施
四
百
七
十
三

略

四
百
七
十
二

道
路
交
通
法

第
百
七
条
の

七
第
一
項
の

規
定
に
基
づ

く
国
外
運
転

免
許
証
の
交

付
四
百
七
十
一
の
四

略

四
百
七
十
一
の

三

道
路
交

通
法
第
百
一

条
の
二
の
二

第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く

運
転
免
許
証

の
更
新
の
申

請
に
係
る
経

由 （
同
法
第
百

一
条
の
二
の

二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り

運
転
免
許
証

の
更
新
の
申

請
を
す
る
場

合
に
限
る
。）

免
許
の

保
留
、

免
許
の

効
力
の

停
止
又

は
六
月

を
超
え

な
い
範

囲
内
の

自
動
車

等
の
運

免
許
の

拒
否
、

免
許
の

取
消
し

又
は
六

月
を
超

え
る
期

間
の
自

動
車
等

の
運
転

の
禁
止

を
受
け

た
者
に

対
す
る

講
習
を

受
講
し

よ
う
と

す
る
者

国
外
運

転
免
許

証
の
交

付
を
受

け
よ
う

と
す
る

者 他
の
公

安
委
員

会
に
運

転
免
許

証
の
有

効
期
間

の
更
新

を
申
請

す
る
者

停
止
処

分
者
講

習
手
数

料 取
消
処

分
者
講

習
手
数

料 国
外
運

転
免
許

証
交
付

手
数
料

運
転
免

許
証
更

新
申
請

経
由
手

数
料

講
習
一
時
間
に
つ
き

二
千
二
百
円

講
習
一
時
間
に
つ
き

二
千
四
百
五
十
円

二
千
四
百
円

五
百
五
十
円

受
講
申

込
み
の

と
き

受
講
申

込
み
の

と
き

交
付
申

請
の
と

き 更
新
申

請
の
と

き

四
百
七
十
五

道
路
交
通
法

第
百
八
条
の

二
第
一
項
第

三
号
の
規
定

に
基
づ
く
免

許
の
保
留
、

免
許
の
効
力

の
停
止
又
は

六
月
を
超
え

な
い
範
囲
内

四
百
七
十
四

道
路
交
通
法

第
百
八
条
の

二
第
一
項
第

二
号
の
規
定

に
基
づ
く
免

許
の
拒
否
、

免
許
の
取
消

し
又
は
六
月

を
超
え
る
期

間
の
自
動
車

等
の
運
転
の

禁
止
を
受
け

た
者
に
対
す

る
講
習
の
実

施
四
百
七
十
三

略

四
百
七
十
二

道
路
交
通
法

第
百
七
条
の

七
第
一
項
の

規
定
に
基
づ

く
国
外
運
転

免
許
証
の
交

付
四
百
七
十
一
の
四

略

四
百
七
十
一
の

三

道
路
交

通
法
第
百
一

条
の
二
の
二

第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く

運
転
免
許
証

の
更
新
の
申

請
に
係
る
経

由 （
同
法
第
百

一
条
の
二
の

二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り

運
転
免
許
証

の
更
新
の
申

請
を
す
る
場

合
に
限
る
。）

免
許
の

保
留
、

免
許
の

効
力
の

停
止
又

は
六
月

を
超
え

な
い
範

囲
内
の

自
動
車

等
の
運

免
許
の

拒
否
、

免
許
の

取
消
し

又
は
六

月
を
超

え
る
期

間
の
自

動
車
等

の
運
転

の
禁
止

を
受
け

た
者
に

対
す
る

講
習
を

受
講
し

よ
う
と

す
る
者

国
外
運

転
免
許

証
の
交

付
を
受

け
よ
う

と
す
る

者 他
の
公

安
委
員

会
に
運

転
免
許

証
の
有

効
期
間

の
更
新

を
申
請

す
る
者

停
止
処

分
者
講

習
手
数

料 取
消
処

分
者
講

習
手
数

料 国
外
運

転
免
許

証
交
付

手
数
料

運
転
免

許
証
更

新
申
請

経
由
手

数
料

講
習
一
時
間
に
つ
き

二
千
三
百
円

講
習
一
時
間
に
つ
き

二
千
六
百
円

二
千
六
百
五
十
円

六
百
円

受
講
申

込
み
の

と
き

受
講
申

込
み
の

と
き

交
付
申

請
の
と

き 更
新
申

請
の
と

き

改 

正 

前
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改

正

後

参
考
資
料

四
百
八
十
一

道
路
交
通
法

第
百
八
条
の

二
第
一
項
第

九
号
の
規
定

に
基
づ
く
指

定
自
動
車
教

四
百
八
十
の
二

道
路
交
通

法
第
百
八
条

の
二
第
一
項

第
八
号
の
規

定
に
基
づ
く

応
急
救
護
処

置
に
関
す
る

講
習
の
実
施

四
百
八
十

略

四
百
七
十
九

道
路
交
通
法

第
百
八
条
の

二
第
一
項
第

六
号
の
規
定

に
基
づ
く
原

動
機
付
自
転

車
の
運
転
に

関
す
る
講
習

の
実
施

四
百
七
十
八

道
路
交
通
法

第
百
八
条
の

二
第
一
項
第

五
号
の
規
定

に
基
づ
く
普

通
自
動
二
輪

車
の
運
転
に

関
す
る
講
習

の
実
施

四
百
七
十
七

道
路
交
通
法

第
百
八
条
の

二
第
一
項
第

五
号
の
規
定

に
基
づ
く
大

型
自
動
二
輪

車
の
運
転
に

関
す
る
講
習

の
実
施

四
百
七
十
五
の
二
・
四
百
七
十
六

略

の
自
動
車
等

の
運
転
の
禁

止
を
受
け
た

者
に
対
す
る

講
習
の
実
施

指
定
自

動
車
教

習
所
の

道
路
交

通
法
施

行
令
第

四
十
一

応
急
救

護
処
置

に
関
す

る
講
習

を
受
講

し
よ
う

と
す
る

者 原
動
機

付
自
転

車
の
運

転
に
関

す
る
講

習
を
受

講
し
よ

う
と
す

る
者

普
通
自

動
二
輪

車
の
運

転
に
関

す
る
講

習
を
受

講
し
よ

う
と
す

る
者

大
型
自

動
二
輪

車
の
運

転
に
関

す
る
講

習
を
受

講
し
よ

う
と
す

る
者

転
の
禁

止
を
受

け
た
者

に
対
す

る
講
習

を
受
講

し
よ
う

と
す
る

者

指
定
自

動
車
教

習
所
職

員
講
習

手
数
料

応
急
救

護
処
置

講
習
手

数
料

原
動
機

付
自
転

車
講
習

手
数
料

普
通
自

動
二
輪

車
講
習

手
数
料

大
型
自

動
二
輪

車
講
習

手
数
料

講
習
一
時
間
に
つ
き

六
百
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
き

千
二
百
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
き

千
四
百
円

講
習
一
時
間
に
つ
き

四
千
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
き

四
千
百
五
十
円

受
講
申

込
み
の

と
き

受
講
申

込
み
の

と
き

受
講
申

込
み
の

と
き

受
講
申

込
み
の

と
き

受
講
申

込
み
の

と
き

四
百
八
十
一

道
路
交
通
法

第
百
八
条
の

二
第
一
項
第

九
号
の
規
定

に
基
づ
く
指

定
自
動
車
教

四
百
八
十
の
二

道
路
交
通

法
第
百
八
条

の
二
第
一
項

第
八
号
の
規

定
に
基
づ
く

応
急
救
護
処

置
に
関
す
る

講
習
の
実
施

四
百
八
十

略

四
百
七
十
九

道
路
交
通
法

第
百
八
条
の

二
第
一
項
第

六
号
の
規
定

に
基
づ
く
原

動
機
付
自
転

車
の
運
転
に

関
す
る
講
習

の
実
施

四
百
七
十
八

道
路
交
通
法

第
百
八
条
の

二
第
一
項
第

五
号
の
規
定

に
基
づ
く
普

通
自
動
二
輪

車
の
運
転
に

関
す
る
講
習

の
実
施

四
百
七
十
七

道
路
交
通
法

第
百
八
条
の

二
第
一
項
第

五
号
の
規
定

に
基
づ
く
大

型
自
動
二
輪

車
の
運
転
に

関
す
る
講
習

の
実
施

四
百
七
十
五
の
二
・
四
百
七
十
六

略

の
自
動
車
等

の
運
転
の
禁

止
を
受
け
た

者
に
対
す
る

講
習
の
実
施

指
定
自

動
車
教

習
所
の

道
路
交

通
法
施

行
令
第

四
十
一

応
急
救

護
処
置

に
関
す

る
講
習

を
受
講

し
よ
う

と
す
る

者 原
動
機

付
自
転

車
の
運

転
に
関

す
る
講

習
を
受

講
し
よ

う
と
す

る
者

普
通
自

動
二
輪

車
の
運

転
に
関

す
る
講

習
を
受

講
し
よ

う
と
す

る
者

大
型
自

動
二
輪

車
の
運

転
に
関

す
る
講

習
を
受

講
し
よ

う
と
す

る
者

転
の
禁

止
を
受

け
た
者

に
対
す

る
講
習

を
受
講

し
よ
う

と
す
る

者

指
定
自

動
車
教

習
所
職

員
講
習

手
数
料

応
急
救

護
処
置

講
習
手

数
料

原
動
機

付
自
転

車
講
習

手
数
料

普
通
自

動
二
輪

車
講
習

手
数
料

大
型
自

動
二
輪

車
講
習

手
数
料

講
習
一
時
間
に
つ
き

七
百
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
き

千
二
百
円

講
習
一
時
間
に
つ
き

千
三
百
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
き

四
千
百
円

講
習
一
時
間
に
つ
き

四
千
二
百
円

受
講
申

込
み
の

と
き

受
講
申

込
み
の

と
き

受
講
申

込
み
の

と
き

受
講
申

込
み
の

と
き

受
講
申

込
み
の

と
き

改 

正 

前
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改

正

後

参
考
資
料

四
百
八
十
三

道
路
交
通
法

第
百
八
条
の

二
第
一
項
第

十
一
号
の
規

定
に
基
づ
く

免
許
証
の
更

新
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

又
は
特
定
失

効
者
に
対
す

る
講
習
の
実

施
四
百
八
十
二

道
路
交
通
法

第
百
八
条
の

二
第
一
項
第

十
号
の
規
定

に
基
づ
く
免

許
の
種
類
ご

と
に
行
う
当

該
免
許
自
動

車
等
の
運
転

に
つ
い
て
必

要
な
技
能
及

び
知
識
に
関

す
る
講
習
の

実
施

習
所
の
道
路

交
通
法
施
行

令
（
昭
和
三

十
五
年
政
令

第
二
百
七
十

号
）
第
四
十

一
条
に
規
定

す
る
職
員
に

対
す
る
講
習

の
実
施

免
許
証

の
更
新

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

又
は
特

定
失
効

者
に
対

す
る
講

習
を
受

講
し
よ

う
と
す

る
者

免
許
の

種
類
ご

と
に
行

う
当
該

免
許
自

動
車
等

の
運
転

に
つ
い

て
必
要

な
技
能

及
び
知

識
に
関

す
る
講

習
を
受

講
し
よ

う
と
す

る
者

条
に
規

定
す
る

職
員
に

対
す
る

講
習
を

受
講
し

よ
う
と

す
る
者

更
新
時

講
習
手

数
料

初
心
運

転
者
講

習
手
数

料

イ

道
路
交
通
法
第

九
十
二
条
の
二
第

一
項
の
表
の
備
考

一
の
２
に
規
定
す

る
優
良
運
転
者
に

対
す
る
講
習

六

百
円

ロ

道
路
交
通
法
第

九
十
二
条
の
二
第

一
項
の
表
の
備
考

一
の
３
に
規
定
す

る
一
般
運
転
者
に

対
す
る
講
習

九

百
五
十
円

ハ

道
路
交
通
法
第

九
十
二
条
の
二
第

一
項
の
表
の
備
考

一
の
４
に
規
定
す

る
違
反
運
転
者
等

に
対
す
る
講
習

千
五
百
円
（
国
家

公
安
委
員
会
規
則

で
定
め
る
道
路
交

通
法
施
行
令
第
三

十
三
条
の
七
第
二

項
の
基
準
に
該
当

し
な
い
者
に
対
す

る
講
習
に
あ
っ
て

は
、
九
百
五
十
円
）

次
に
掲
げ
る
講
習
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
講
習
一
時
間
に

つ
き
次
に
定
め
る
金

額イ

普
通
自
動
車
免

許
に
係
る
講
習

二
千
百
円

ロ

大
型
自
動
二
輪

車
免
許
に
係
る
講

習

二
千
七
百
五

十
円

ハ

普
通
自
動
二
輪

車
免
許
に
係
る
講

習

二
千
六
百
円

ニ

原
動
機
付
自
転

車
免
許
に
係
る
講

習

二
千
四
百
五

十
円

受
講
申

込
み
の

と
き

受
講
申

込
み
の

と
き

四
百
八
十
三

道
路
交
通
法

第
百
八
条
の

二
第
一
項
第

十
一
号
の
規

定
に
基
づ
く

免
許
証
の
更

新
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

又
は
特
定
失

効
者
に
対
す

る
講
習
の
実

施
四
百
八
十
二

道
路
交
通
法

第
百
八
条
の

二
第
一
項
第

十
号
の
規
定

に
基
づ
く
免

許
の
種
類
ご

と
に
行
う
当

該
免
許
自
動

車
等
の
運
転

に
つ
い
て
必

要
な
技
能
及

び
知
識
に
関

す
る
講
習
の

実
施

習
所
の
道
路

交
通
法
施
行

令
（
昭
和
三

十
五
年
政
令

第
二
百
七
十

号
）
第
四
十

一
条
に
規
定

す
る
職
員
に

対
す
る
講
習

の
実
施

免
許
証

の
更
新

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

又
は
特

定
失
効

者
に
対

す
る
講

習
を
受

講
し
よ

う
と
す

る
者

免
許
の

種
類
ご

と
に
行

う
当
該

免
許
自

動
車
等

の
運
転

に
つ
い

て
必
要

な
技
能

及
び
知

識
に
関

す
る
講

習
を
受

講
し
よ

う
と
す

る
者

条
に
規

定
す
る

職
員
に

対
す
る

講
習
を

受
講
し

よ
う
と

す
る
者

更
新
時

講
習
手

数
料

初
心
運

転
者
講

習
手
数

料

イ

道
路
交
通
法
第

九
十
二
条
の
二
第

一
項
の
表
の
備
考

一
の
２
に
規
定
す

る
優
良
運
転
者
に

対
す
る
講
習

七

百
円

ロ

道
路
交
通
法
第

九
十
二
条
の
二
第

一
項
の
表
の
備
考

一
の
３
に
規
定
す

る
一
般
運
転
者
に

対
す
る
講
習

千

五
十
円

ハ

道
路
交
通
法
第

九
十
二
条
の
二
第

一
項
の
表
の
備
考

一
の
４
に
規
定
す

る
違
反
運
転
者
等

に
対
す
る
講
習

千
七
百
円
（
国
家

公
安
委
員
会
規
則

で
定
め
る
道
路
交

通
法
施
行
令
第
三

十
三
条
の
七
第
二

項
の
基
準
に
該
当

し
な
い
者
に
対
す

る
講
習
に
あ
っ
て

は
、
千
五
十
円
）

次
に
掲
げ
る
講
習
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
講
習
一
時
間
に

つ
き
次
に
定
め
る
金

額イ

普
通
自
動
車
免

許
に
係
る
講
習

二
千
百
五
十
円

ロ

大
型
自
動
二
輪

車
免
許
に
係
る
講

習

二
千
八
百
円

ハ

普
通
自
動
二
輪

車
免
許
に
係
る
講

習

二
千
七
百
円

ニ

原
動
機
付
自
転

車
免
許
に
係
る
講

習

二
千
五
百
五

十
円

受
講
申

込
み
の

と
き

受
講
申

込
み
の

と
き

改 

正 

前
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別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

改

正

後

参
考
資
料

七
〜
十
七

略

一
〜
六
の
二

略

手

数

料

備
考

略

四
百
八
十
八
〜
四
百
九
十
四

略

四
百
八
十
七
の

二

道
路
交

通
法
施
行
規

則
（
昭
和
三

十
五
年
総
理

府
令
第
六
十

号
）
第
三
十

条
の
十
三
第

一
項
の
規
定

に
基
づ
く
運

転
経
歴
証
明

書
の
再
交
付

四
百
八
十
六
・
四
百
八
十
七

略

四
百
八
十
五

道
路
交
通
法

第
百
八
条
の

二
第
一
項
第

十
三
号
の
規

定
に
基
づ
く

軽
微
違
反
行

為
を
し
、
当

該
行
為
が
道

路
交
通
法
施

行
令
第
三
十

七
条
の
八
第

二
項
に
規
定

す
る
基
準
に

該
当
す
る
こ

と
と
な
っ
た

者
に
対
す
る

講
習
の
実
施

四
百
八
十
四

略運
転
経

歴
証
明

書
の
再

交
付
を

申
請
す

る
者

軽
微
違

反
行
為

を
し
、

当
該
行

為
が
道

路
交
通

法
施
行

令
第
三

十
七
条

の
八
第

二
項
に

規
定
す

る
基
準

に
該
当

す
る
こ

と
と
な

っ
た
者

に
対
す

る
講
習

を
受
講

し
よ
う

と
す
る

者

運
転
経

歴
証
明

書
再
交

付
手
数

料 違
反
者

講
習
手

数
料

指
定
試
験
機
関
等

千
円

一
万
三
千
三
百
五
十

円
（
当
該
講
習
が
運

転
免
許
に
係
る
講
習

に
関
す
る
規
則
で
定

め
る
も
の
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
九

千
二
百
円
）

再
交
付

申
請
の

と
き

受
講
申

込
み
の

と
き

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

七
〜
十
七

略

六
の
四

別
表
第
一
第

九
十
五
号
の
五
に
掲

げ
る
手
数
料

六
の
三

別
表
第
一
第

九
十
五
号
の
四
に
掲

げ
る
手
数
料

一
〜
六
の
二

略

手

数

料

備
考

略

四
百
八
十
八
〜
四
百
九
十
四

略

四
百
八
十
六
・
四
百
八
十
七

略

四
百
八
十
五

道
路
交
通
法

第
百
八
条
の

二
第
一
項
第

十
三
号
の
規

定
に
基
づ
く

軽
微
違
反
行

為
を
し
、
当

該
行
為
が
道

路
交
通
法
施

行
令
第
三
十

七
条
の
八
第

二
項
に
規
定

す
る
基
準
に

該
当
す
る
こ

と
と
な
っ
た

者
に
対
す
る

講
習
の
実
施

四
百
八
十
四

略軽
微
違

反
行
為

を
し
、

当
該
行

為
が
道

路
交
通

法
施
行

令
第
三

十
七
条

の
八
第

二
項
に

規
定
す

る
基
準

に
該
当

す
る
こ

と
と
な

っ
た
者

に
対
す

る
講
習

を
受
講

し
よ
う

と
す
る

者

違
反
者

講
習
手

数
料

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
二

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
情
報
公
表

セ
ン
タ
ー

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
六

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
調
査
機
関

指
定
試
験
機
関
等

一
万
三
千
四
百
円
（

当
該
講
習
が
運
転
免

許
に
係
る
講
習
に
関

す
る
規
則
で
定
め
る

も
の
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
九
千
四

百
円
）

受
講
申

込
み
の

と
き

改 

正 

前
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